
加西市若者定住促進住宅補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、加西市に住宅を取得し居住する若者世帯等に対して、予算の範囲内に

おいて加西市若者定住促進住宅補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、

子育て世帯等の定住人口の増加による地域の活性化を図ることを目的とし、加西市補助

金等交付規則（平成 30 年加西市規則第 1 号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 住宅 自己の居住の用に供し、生活するために必要な居室、台所、トイレ及び浴室

等を有する一戸建ての住宅（延べ面積が 50 平方メートル以上のものに限る。）、分譲

共同住宅（専有部分の延べ面積が 50 平方メートル以上のものに限る。）又は兼用住宅

（延べ面積の２分の１以上が自己の居住の用に供するための住居部分であり、かつ、

住居部分の延べ面積が 50 平方メートル以上のものに限る。）で建築基準法（昭和 25

年法律第 201 号）第７条第５項又は同法第７条の２第５項に規定する検査済証の交

付を受けたものをいう。 

（２） 取得 住宅を新築又は購入し、所有権保存登記又は所有権移転登記をすることをい

う。ただし、次の場合は建物を取得したとみなすこととする。 

ア 借入時に建物の抵当権の登記を必要としない、又は建物の所有権を他に対抗

する必要がない等の理由により、建物表示登記のみ実施し、所有権の保存登記を

していない（甲区の記載がない）場合 

イ その他、総合的に判断して建物を取得したとみなすことが妥当な場合 

（３） 若者世帯等 補助金の交付申請者（以下「申請者」という。）とその配偶者の合計

年齢が 80 歳以下（申請者が独身の場合は 40 歳以下）又は申請者自らの未就学の子

どもを含む世帯のうち、取得した住宅に住民登録し、かつ、居住している世帯をいう。

この場合において、合計年齢の算定及び未就学の子どもの年齢判定は、取得した住宅

に対し、申請者を含む名義で初めて固定資産税が課税される年の１月１日をもって

行うものとする。 

（４） 親世帯等 申請者又はその配偶者の父母若しくは祖父母を含む世帯をいう。 

（５） 近居 市内に親世帯等と若者世帯等が居住することをいう。 

（６） 同居 市内において、同一の住宅に親世帯等と若者世帯等が居住することをいう。 

（７） 借入金 租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 41 条第１項第１号、第２号

及び第４号に規定する借入金又は債務をいう。 



（８） 当該住宅の取得に係る借入金 工事請負契約書又は不動産売買契約書に記載され

ている当該住宅の取得金額と、借入金額のいずれか少ない額をいう。ただし、専ら自

己の居住の用に供さない部分がある場合においては、当該部分に係る借入金に相当

する額を除くものとする。 

（９） 市外からの転入世帯 住宅を取得した日現在で、申請者及びその配偶者のいずれも

が加西市に住民登録のある期間が通算して 10 年未満の世帯をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１） 若者世帯等に属する申請者を含む名義で、平成 27 年度以降に初めて固定資産税が

課税される住宅を加西市内で取得した者であること。 

（２） 前号の住宅の取得に係る借入金があること。 

（３） その属する世帯の構成員全員が市税等を滞納していないこと。 

（４） その属する世帯の構成員全員が加西市暴力団排除条例（平成 24 年加西市条例第１

号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号

に規定する暴力団員密接関係者でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者及び世帯は対象としない。 

（１） 当該住宅の取得又は改修等について、国、県及び市から同様の補助を受けた者が構

成員に含まれる世帯 

 

（２） 公共補償等による新築及び増改築工事をする者が構成員に含まれる世帯 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。 

区分 要件 補助金額 

基本部分 加西市内で住宅を取得 借入金の額の３パーセントに

相当する額又は 30 万円のいず

れか低い額 

加算部分 市外からの転入世帯が住宅を取得 借入金の額の２パーセントに

相当する額又は 20 万円のいず

れか低い額 

近居のうち親世帯等と同一小学校区内

（ただし、北条校区については、北条小

学校区と北条東小学校区を同一小学校

区内とみなす）又は隣接する町に住宅を

取得。隣接する町とは、地理的、地形的

又は地縁によるつながり等の要件から

同一生活圏域とみなされるものをいい、



山地等で隔てられた地域は隣接しない

ものとする。 

同居のために住宅を取得 

２ 前項の規定により算出した金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

３ 加算部分の補助金額については、複数の要件を満たした場合でも借入金の額の２パー

セントに相当する額又は 20 万円のいずれか低い額とする。 

 

 

（交付申請及び決定） 

第５条 申請者は、取得した住宅に対し、申請者を含む名義で初めて固定資産税が課税され

る年度に、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 建物の登記事項証明書の写し 

（２） 戸籍の附票等、申請者及びその配偶者それぞれが加西市に住民登録している通算期

間を証する書類（申請者又はその配偶者の本籍が加西市にあり、いずれかが通算 10

年以上住民登録している場合は不要） 

（３） 戸籍謄本等、同居又は近居する親世帯等との関係を証する書類（若者世帯等及び親

世帯等の本籍が加西市にある場合又は親世帯等と同居若しくは近居しない場合は不

要） 

（４） 金銭消費貸借契約書等の写し（借入金額を証する書類） 

（５） 工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し（住宅の取得金額が分かるもの） 

（６） 平面図（延べ面積の分かるもの） 

（７） 建築基準法第 7条第 5項又は同法第 7条の 2第 5項に規定する検査済証の写し 

（８） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の交付申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等を審査し、補

助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対して補助金交付決

定通知書により通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第６条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

補助金請求書により補助金を請求するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付す

るものとする。 

２ 補助金の交付は、指定された金融機関へ口座振込みにより行うものとする。 

 



（交付決定の取消し） 

第８条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を

取り消すことができる。ただし、災害その他特別の事情があると市長が認めるときは、こ

の限りでない。 

(１) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(２) 補助金の交付の決定を受けた日から起算して５年を経過する日までの間に交付の

対象である住宅を売渡し、又は居住しなくなったとき。 

(３) 補助金の交付の決定を受けた日から起算して３年を経過する日までの間に交付の

対象である住宅を他の用途に変更したことによって、補助対象となった住宅部分に変

更が生じたとき。 

(４) 前各号に掲げる場合のほか、建築基準法、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）

又はこの要綱に違反したとき。 

２ 市長は、交付決定の取消しを行ったときは、補助事業者に対して補助金交付決定取消通

知書により通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第９条 市長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助

金が交付されているときは、補助金返還命令書により、期限を定めてその全部又は一部を

返還させることができる。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30 年 9 月 1日から施行する。 

附 則 

（施行日） 

１ この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る認定について適用し、

同日前の申請に係る認定については、なお従前の例による。 

 


